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　令和4年度神奈川県一般会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ75億1,655万3千円を追加し、歳入歳出

  予算の総額を歳入歳出それぞれ2兆4,206億6,285万5千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。

第2条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り

　越して使用することができる経費は、「第2表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条  債務負担行為の追加は、「第3表　債務負担行為追加」による。

令和4年11月25日 提出

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

定県91号議案

令和4年度神奈川県一般会計補正予算（第5号）

（繰越明許費)
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 地 方 交 付 税 126,471,726 2,307,611 128,779,337

1 地 方 交 付 税 126,471,726 2,307,611 128,779,337

8 国 庫 支 出 金 488,078,955 1,835,193 489,914,148

1 国 庫 負 担 金 61,889,250 1,835,193 63,724,443

11 繰 入 金 145,226,362 3,373,749 148,600,111

2 基 金 繰 入 金 143,875,743 3,373,749 147,249,492

歳 入 合 計 2,413,146,302 7,516,553 2,420,662,855

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 377,172,199 1,390,014 378,562,213

3 選 挙 費 3,591,492 1,390,014 4,981,506

4 民 生 費 362,820,096 6,126,539 368,946,635

3 老 人 福 祉 費 142,163,287 6,126,539 148,289,826

歳 出 合 計 2,413,146,302 7,516,553 2,420,662,855
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事 業 名 金 額

千円

2 総務費 244,146

3 選挙費 244,146

県議会議員及び知事選挙執行費 244,146

9 土木費 1,329,700

2 道路橋りょう費 30,000

街路整備費 30,000

3 河川海岸費 575,700

河川修繕費 30,000

水防情報基盤緊急整備事業費 10,000

河川改修事業費 409,600

海岸補修費 8,000

海岸高潮対策費 118,100

4 砂防費 554,000

通常砂防事業費 200,000

急傾斜地崩壊対策事業費 354,000

5 港湾費 170,000

港湾補修費 20,000

港湾改修費 150,000

1,573,846

　第 2 表　繰越明許費

款 項

合 計
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　第 3 表　債務負担行為追加

事 項 期 間 限 度 額

千円

土地改良施設危険防止対策事業費
令和4年度から
令和5年度まで

6,500

県有林事業費
令和4年度から
令和5年度まで

12,661

旧社営林事業費
令和4年度から
令和5年度まで

25,000

林道改良事業費
令和4年度から
令和5年度まで

10,758

治山事業費
令和4年度から
令和5年度まで

27,566

保安林改良事業費
令和4年度から
令和5年度まで

7,744

水源林整備事業費
令和4年度から
令和5年度まで

226,375

土木用地等調査管理費
令和4年度から
令和5年度まで

5,000

道路補修費
令和4年度から
令和5年度まで

1,590,400

道路災害防除事業費
令和4年度から
令和5年度まで

28,000

電線地中化促進事業費
令和4年度から
令和5年度まで

20,000

交通安全施設等整備費
令和4年度から
令和5年度まで

392,600

橋りょう補修費
令和4年度から
令和5年度まで

150,000

街路樹維持事業費
令和4年度から
令和5年度まで

14,500
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事 項 期 間 限 度 額

千円

道路改良費
令和4年度から
令和5年度まで

278,800

街路整備費
令和4年度から
令和5年度まで

298,000

河川修繕費
令和4年度から
令和5年度まで

751,000

河川改修事業費
令和4年度から
令和5年度まで

488,200

河川再生事業費
令和4年度から
令和5年度まで

16,000

海岸補修費
令和4年度から
令和5年度まで

20,000

海岸高潮対策費
令和4年度から
令和5年度まで

110,000

砂防林事業費
令和4年度から
令和5年度まで

45,000

急傾斜地施設改良費
令和4年度から
令和5年度まで

10,000

砂防環境整備費
令和4年度から
令和5年度まで

18,000

防災砂防事業費
令和4年度から
令和5年度まで

34,000

通常砂防事業費
令和4年度から
令和5年度まで

25,000

地すべり対策事業費
令和4年度から
令和5年度まで

22,000

急傾斜地崩壊対策事業費
令和4年度から
令和5年度まで

578,000

港湾補修費
令和4年度から
令和5年度まで

71,000

公園整備費
令和4年度から
令和5年度まで

73,500
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事 項 期 間 限 度 額

千円

警察施設各所営繕費
令和4年度から
令和5年度まで

169,187

交通安全施設整備費
令和4年度から
令和5年度まで

340,000

県立学校空調設備整備費
令和4年度から
令和5年度まで

59,200

高等学校施設整備工事費
令和4年度から
令和5年度まで

2,299,000

高等学校施設整備工事設計調査費
令和4年度から
令和5年度まで

25,700

6



 

　令和4年度神奈川県水源環境保全・再生事業会計の補正予算（第1号）は、次に定める

ところによる。

（債務負担行為）

第1条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為を

　することができる事項、期間及び限度額は、「第1表　債務負担行為」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

定県第92号議案

令和4年度神奈川県水源環境保全・再生事業会計

令和4年11月25日 提出

補正予算（第1号）00000000000000000000000000
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事 項 期 間 限 度 額

千円

森林環境調査費
令和4年度から
令和5年度まで

53,900

丹沢大山保全・再生対策事業費
令和4年度から
令和5年度まで

25,000

水源林整備事業費
令和4年度から
令和5年度まで

72,437

水源林土壌保全対策事業費
令和4年度から
令和5年度まで

63,684

　第 1 表　債務負担行為
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（総  則）

第1条　令和4年度神奈川県流域下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めると

　ころによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条　令和4年度神奈川県流域下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出

　の予定額を次のとおり補正する。

（科目） （前回までの累計額） （補正予定額） （計）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

令和4年11月25日 提出

流域下水道事業費用

9

支　　　　出

第1款 27,173,681千円 1,219,115千円 28,392,796千円

第1項 25,961,935千円 1,219,115千円 27,181,050千円営業費用

第1項 11,328,107千円 1,219,115千円 12,547,222千円営業収益

定県第93号議案

令和4年度神奈川県流域下水道事業会計補正予算（第1号）

収　　　　入

第1款 25,466,469千円 1,219,115千円 26,685,584千円流域下水道事業収益





による。  

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

11

定県第94号議案

（総  則）

第1条  令和4年度神奈川県水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところ

令和4年度神奈川県水道事業会計補正予算（第2号）

第2条  令和4年度神奈川県水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為に、次のと

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

163,697

（債務負担行為の補正）

35,079

310,178

千円

令和4年度から
令和5年度まで

取水及び浄水施設維持運営費

送配水施設維持運営費

令和4年度から
令和5年度まで

1,028,817

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

3,366,454

令和4年度から
令和5年度まで

27,876

　おり追加する。

令和4年度から
令和5年度まで

289,663

令和4年11月25日 提出

令和4年度から
令和5年度まで

75,684

令和4年度から
令和5年度まで

原水及び浄水設備整備事業費

配水管網再構築事業費

水道施設耐震化事業費

老朽配水管リフレッシュ事業費

その他配水設備整備事業費

大口径老朽管リフレッシュ事業費





による。  

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

40,315
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水力発電施設等維持運営費

相模貯水池堆砂対策事業費

定県第95号議案

（総  則）

第1条  令和4年度神奈川県電気事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところ

令和4年11月25日 提出

56,824

千円

令和4年度から
令和5年度まで

第2条  令和4年度神奈川県電気事業会計予算第5条に定めた債務負担行為に、次のと

令和4年度から
令和5年度まで

令和4年度から
令和5年度まで

70,266

　おり追加する。

令和4年度から
令和5年度まで

相模貯水池管理事業費

水力発電設備整備事業費

令和4年度神奈川県電気事業会計補正予算（第1号）

（債務負担行為の補正）

1,079,782

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額





神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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1 資本的支出 3
地域振興
施設等整
備費

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年度

2,258,000

年 割 額

令和4年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計補正予算（第1号）

（総  則）

第2条  令和4年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計予算第7条の次に、次の1条を

総 額 年度 年 割 額

　加える。

5 -

千円 千円

寒川町学校給食
センター整備事
業費

2,334,856

令和4年11月25日 提出

千円

3

5 76,856

千円

3 250,000

定県第96号議案

第1条  令和4年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計の補正予算（第1号）は、次

  に定めるところによる。

 （継続費の補正）

　第8条　継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

4 2,008,000 4 2,008,000

250,000





神奈川県知事    黒    岩    祐    治

　　る。

（総  則）

第2条  令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計予算第4条の次に、次の1条を

17

令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計補正予算（第1号）

　加える。

期　　　　間 限　　度　　額

定県第97号議案

  に定めるところによる。

第1条  令和4年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計の補正予算（第1号）は、次

　（債務負担行為）

　第5条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

令和4年度から
令和5年度まで

4,000

千円

令和4年11月25日 提出

寒川取水施設管理事業費

事　　　　　　　　項





（総  則）

第1条  令和4年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計の補正予算（第1号）は、次に定

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

19

貯水池等保全対策事業費

令和4年11月25日 提出

令和4年度から
令和5年度まで

116,000

千円

  めるところによる。

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

第2条  令和4年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算第4条の次に、次の1条を加え

　る。

定県第98号議案

令和4年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計補正予算（第1号）

　（債務負担行為）

　第5条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

　　る。




